
議案番号 件　　名 議決日 結　果

垂井町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部
改正について

人事院勧告に伴う国の対応に準じ、期末手当の引上げを行うため、所要
の改正を行うもの。

垂井町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正につ
いて

人事院勧告に伴う国の対応に準じ、期末手当の引上げを行うため、所要
の改正を行うもの。

垂井町職員の給与に関する条例の一部改正について

人事院勧告に伴う国の対応に準じ、俸給表、勤勉手当等の改定を行うた
め、所要の改正を行うもの。

垂井町町営住宅条例の一部改正について

老朽化している町営住宅の入居者を他の町営住宅に移動させる場合にお
いて、入居の手続きの一部を緩和し、移動の円滑化を図るため、所要の改
正を行うもの。

指定管理者の指定について

垂井町福祉事業所けやきの家の管理を行わせる指定管理者について、指
定するもの。

平成３０年度垂井町一般会計補正予算（第４号）

７，７３７万３，０００円を追加し、予算総額１０１億３，７２４万
２，０００円とするもの。

平成３０年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

１，８０８万２，０００円を追加し、予算総額２９億２，０８２万２，
０００円とするもの。

平成３０年度垂井町介護保険特別会計補正予算（第２号）

１３６万１，０００円を追加し，予算総額２４億３，２３６万１，００
０円とするもの。

平成３０年度垂井町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
号）

４３８万２，０００円を追加し、予算総額３億４，６３８万２，０００
円とするもの。

東海道本線垂井駅自由通路橋改修工事の施行に関する協定の
変更について

契約の金額を７，８００万８，０００円から ５，３６１万６，３２４
円に変更するもの。

平成３０年度垂井町一般会計補正予算（第５号）

３億３，１６４万７，０００円を追加し、予算総額１０４億６，８８８
万９，０００円とし、翌年度に繰り越して使用することができる経費（繰
越明許費）を小学校空調設備設置事業２億５，７３１万６，０００円、中
学校空調設備設置事業９，８７２万２，０００円とするもの。

12月14日 原案可決

議第70号

議第68号

原案可決

12月14日 原案可決

議第69号

平成３０年第５回垂井町議会定例会の会議結果

（会期：平成３０年１２月５日～１４日　１０日間）

原案可決

議第62号

12月14日

議第60号 12月14日 原案可決

議第61号 12月14日 原案可決

議第66号

12月14日 原案可決

12月14日

12月14日 原案可決

議第63号

議第64号

12月14日 原案可決

12月14日 原案可決

議第65号

12月14日 原案可決

議第67号



教育委員会委員の任命について

　栗田直美氏を任命するもの。

監査委員の選任について

　古藏正彦氏を選任するもの。

幼稚園・小中学校における空調設備の設置促進に向けた財政
支援の拡充を求める意見書について

幼稚園・小中学校における空調設備の設置促進に向けた財政支援の拡充
を求める意見書を内閣総理大臣等に提出するもの。

－ 議員派遣の件 12月14日 決　定

議会議案
第１号

12月14日 原案可決

議第72号 12月14日 同　意

12月14日議第71号 同　意


